
給食用食材の地元農産物検査方法 
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（生産者等）自主検査 調理場(給食センター､学校)検査 学校給食食材として使用 

生産者・生産者団体等は、品目毎に１ほ場から５点以上の（四隅＋中央、

または上下左右の５列等ほ場全体を均等に）試料を採取します。 

二本松市教育委員会 

検出限界値未満 

(10Bq/kg未満) 

 

自主検査において、検出限界値（１０ベクレル）未満となった地元農産物につい

て、給食食材として使用する前に教育委員会が検査を実施し、再度、検出限界値

（１０ベクレル）未満となった地元農産物について、給食食材として使用します。 

生産者等において自主検査を行い、セシウム１３４と１３７の合算値で、 

検出限界値（１０ベクレル）未満となった地元農産物について、生産者氏名、

ほ場所在地、検査年月日、検査結果等を教育委員会へ報告します。 

１ほ場５点以上 

採取した試料に番号を付し、自主検査場

へ搬入します。 

試料採取 （生産者または生産者団体） 

検出限界値未満 

(10Bq/kg未満) 

 


